
BPO に関する必須契約事項 

当社の BPO に関する契約は法人・個人また委託先・委託元の立場を問わず以下の内容を必

須契約事項とします。 

 

個人情報保護 

契約において、「個人情報」、「個人データ」、「本人」等の用語は「個人情報の保護に関する

法律」（平成 15年法律第 57 号）（以下「個人情報保護法」という。）による定義に従って用い

られるものとする。 

 

１．（法令遵守）個人情報保護法、関係法令、および主務大臣等が策定する指針・ガイドライン

を遵守する。なお、乙は自己の事業分野に関する関係法令および自己の事業を所管する主務大臣

等の策定する指針・ガイドラインに加えて、甲の事業分野に関する関係法令および甲の事業分野

を所管する主務大臣等の策定する指針・ガイドラインについても遵守するものとする。 

２．（秘密保持）委託業務の履行にあたり知り得た個人情報を善良な管理者の注意をもって管理

し、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示または漏えいしてはならない。ま

た、その従業者に対し、委託業務の履行にあたり知り得た個人情報を漏らし、または盗用しては

ならないことを教育・訓練により周知徹底し、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。 

３．（目的外取扱いの禁止）委託業務の履行にあたり知り得た個人情報のうち、委託業務の履行

の目的のために必要となるもの以外の個人情報を取り扱ってはならない。 

４．（安全管理措置）委託業務の履行にあたり取り扱う個人情報の漏えい、盗用、盗難、紛失、

滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

５．（委託業務完了時の義務）業務委託契約に基づく委託業務が完了したとき、または業務委託

契約が終了したときは、ただちに委託業務に関連して取得した個人情報の記録媒体を引き渡すも

のとする。 

６．（再委託の禁止）委託業務のうち個人データの取扱いを含む業務については、事前の書面に

よる承諾なしに第三者に委託してはならない。 

７．（個人情報管理責任者）それぞれ委託業務に関連する個人情報の取扱いに関する連絡、確認

を行う個人情報管理責任者をあらかじめ定めた書面をもって相手方に通知する。 

８．（監査）契約の遵守状況を確認するために、いつでも再委託先における個人情報の取扱状況

について報告書その他の資料の提出を求めることができるものとし、これに協力する。 

９．（事件・事故発生時の通知義務）取り扱う個人情報の漏えい、盗難、紛失、滅失、毀損その

他の事件、事故の発生を知ったとき、またはおそれがあると判断したときは、事件・事故発生の

原因のいかんに関わらず、ただちにその旨を報告しなければならない。 



 

反社会的勢力の排除 

株式会社リフティングブレーン（以下当社という）及び契約の相手方は、次に定める事項

を表明し、保証すること。 

 

１．自己及び自己の役員・株主（以下「関係者」という）が、暴力団、暴力団関係企業も

しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」といいます）で

ないこと。 

２．自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。 

３．自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢

力の維持運営に協力又は関与しないこと。 

４．自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。 

５．自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を

用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。 

６．相手方が前項１～５に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しな

いで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当

事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。 

 


